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東京入国管理局及び同横浜支局における入国・在留手続の窓口業務の委託契約の

変更について（案） 
 
１ 事案概要 
 東京入国管理局及び同横浜支局において，平成２６年４月から平成２９年６月ま

での期間，市場化テスト（民間競争入札）として実施している入国・在留手続の窓

口業務（以下「本件委託業務」という。）の受託事業者である株式会社ブリックス

から，平成２７年１０月に開催された東京入国管理局担当者との事務打合せの場に

おいて，今後，業務量の増加に見合った委託費の金額改定がなされない限り，平成

２８年３月末をもって本件委託業務から撤退せざるを得ないとの申出があり，同社

から東京入国管理局宛の提案書が提出された。 
 同提案書によると，同社は，契約当初に想定された取扱件数から大幅に件数が増

加しており，その結果として，人件費等が大幅に増加したため，著しく本件委託業

務に関する運営収支が悪化したことから，金額改定がなされない場合，業務継続が

難しいとされ，本年度限りで本件委託業務から撤退の意向が示されている。 
 
２ 対応方針 
 同社からの提案内容について東京入国管理局において検討したところ，東京入国

管理局における申請受付件数は，平成２２年度から平成２４年度までの実績件数の

平均（入札実施要項で示した実績）を基準として，平成２６年度は２９．３％，平

成２７年度（見込み）は４２．０％増加し，平成２８年度においても更なる増加が

見込まれた。 
このような受付件数の増加は，法務省においても予見し難く，入札時に受託事業

者において予見しうるものではないこと，また受付件数の増加により事業の適切な

実施・事業の継続に困難をきたしていることが確認されたことから，これらを「競

争の導入による公共サービスの改革に関する法律」（平成１８年法律第５１号。以

下「公サ法」という。）第２１条第１項に規定される「やむを得ない事由」である

と捉え，事業期間を平成２８年３月３１日までに変更し，平成２８年度については

単年度事業として改めて入札を実施することとする。 
 
３ 契約変更後の措置方針 
 本件委託業務の契約変更後においても，適切かつ安定的な業務運営が求められて

おり，新受託事業者による業務委託へと円滑に移行するためには，早急に次期入札

の検討，新受託事業者の選定，引継ぎ・研修等を実施する必要があるところ，公サ

法に基づく競争入札を実施した上で新受託事業者を決定し，４月から委託業務を開

始することは，時間的に困難であることから，平成２８年度においては，単年度事

業として市場化テストによらない一般競争入札を実施し，受託事業者を選定の上，

契約を締結することとする。 
 また，平成２９年度以降の事業の在り方については，本件委託業務及び他の地方

入国管理局で実施している委託業務に係る市場化テストの実施状況や評価結果等も
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踏まえ，検討を行うこととする。 




